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認定こども園の設備及び運営に係る基準について 

 

１ 幼保連携型認定こども園の基準（主なもの） 

項目 基準 

① 学級編制 

一学級の園児数を３０人以下としなければならない。 

学級ごとに担当する専任の保育教諭等（※）を一人以上置かなければならない。 

※ 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師 

②職員配置 

（算出方法） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 可能な限り、新しい基準で配置できるよう務めてください。 

※ 常時２人を下回ってはならない。 

園児の区分 
職員配置基準 

新基準(R6.4～) 旧基準 

０歳児 ３人に１人 ３人に１人 

１～２歳児 ６人に１人 ６人に１人 

３歳児 １５人に１人 ２０人に１人 

４～５歳児 ２５人に１人 ３０人に１人 

③職員配置 
上記区分ごとに算定した数に一未満の端数を生じたときは、これを一に切り上

げる。 

④職員資格 

（免許・資格） 

幼稚園教諭普通免許状かつ保育士資格登録（＝保育教諭等） 

※ 新制度施行後１５年間の経過措置（～令和１１年度） 

→幼稚園教諭の免許状所有者又は保育士資格登録者のいずれか一方であ

れば保育教諭となれる。 

 ただし、主幹保育教諭・指導保育教諭に係る特例措置の延長の期間は

令和８年度末までとする。 

⑤施設設備 

（必要施設） 

園舎（職員室、乳児室又はほふく室、保育室、遊戯室、保健室、調理室、便所、

飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備）及び園庭 



 

項目 基準 

⑥施設設備 

（保育室等の

面積） 

 

 

 

 

   

 

※ 既存幼稚園（幼稚園型含む）の幼保連携型への移行特例 

→下記「⑦施設整備（園舎の面積）」要件を満たす場合には、満３歳以

上児の保育室については上表の基準を適用しないことができる。 

保育室等の区分 必要面積 

乳児室（満２歳未満でほふくしない園児） １．６５㎡／人   

ほふく室（満２歳未満でほふくする園児） ３．３㎡／人 

保育室又は遊戯室（満２歳以上） １．９８㎡／人 

⑦施設設備 

（園舎の面積） 

 

園舎・・・①＋②以上とすること 

① 学級部分（満３歳以上児部分）（「①－１」又は「①－２」） 

①－１ （１学級）１８０㎡以上 

①－２ （２学級以上)３２０＋１００×(学級数－２)㎡ 

② 満３歳未満児部分（「②－１」＋「②－２」＋「②－３」） 

    ②－１ 満２歳児未満のほふくをしない子ども１人につき１．６５㎡ 

②－２ 満２歳児未満のほふくする子ども１人につき３．３㎡ 

②－３ 満２歳以上満３歳未満の子ども１人につき１．９８㎡ 

 

※ 既存保育所（保育所型含む）の幼保連携型への移行特例 

→「①学級部分」（満３歳以上児）の面積は１．９８㎡／人以上で可。 

⑧施設設備 

（園庭の面積） 

 

園庭・・・(「①－１」と「①－２」の大きい方)＋②以上とすること 

① 学級部分（「①－１」又は「①－２」） 

①－１ (２学級以下）３３０＋３０×(学級数－１) 

         (３学級以上）４００＋８０×(学級数－３) 

①－２ 満３歳以上の子ども１人につき３．３㎡ 

② 満２歳の子ども１人につき３．３㎡ 

 

※ 既存幼稚園（幼稚園型含む）の幼保連携型への移行特例 

→「①－１」＋②を満たせば可。（「①－２」は適用しないことができる。） 



項目 基準 

⑨施設設備 

（食事提供） 

自園調理が原則（例外規定あり） 

※ 満３歳未満児に対する食事の外部搬入は不可。 

※ 満３歳以上児については、一定の要件を満たす場合に限り外部搬入可。 

※ 食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により

行う子どもの数が２０人未満の場合、自園調理の場合であっても、独立し

た調理室ではなく、提供するべき人数に応じて必要な調理設備を備えてい

れば可。 

⑩園舎の 

階数 

・保育室の 

設置階 

園舎は２階建て以下が原則。 

・特別な事業がある場合は３階建以上も可。 

・保育室等は園舎が耐火建築物で保育所基準を満たしていれば２階に設置可。 

・満３歳未満児の保育室等は、園舎が耐火建築物で保育所基準を満たしていれ

ば、３階以上に設置可。 

・満３歳以上児の保育室等は、３階以上の設置は原則不可。 

 

【各階に保育室等を設ける場合の耐火・防火の条件】 
保育室等 

設置階 
常用設備 避難用設備 

４階 

以上 

１ 建築基準法施行令第123条第1項

各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第123条第2項

各号に規定する構造の屋外階段 

１ 建築基準法施行令第123条第1項

各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段（一部省略） 

２ 建築基準法第2条第7号に規定す

る耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第123条第2項

各号に規定する構造の屋外階段 

３階 

１ 建築基準法施行令第123条第1項

各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

１ 建築基準法施行令第123条第1項

各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段（一部省略） 

２ 建築基準法第2条第7号に規定す

る耐火構造の屋外傾斜路又はこ

れに順ずる設備 

３ 屋外階段 

２階 

１ 屋内階段 

２ 屋外階段 

１ 建築基準法施行令第123条第1項

各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段（一部省略） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第2条第7号の2に規定

する準耐火構造の屋外傾斜路又

はこれに順ずる設備 

４ 屋外階段 

１階 － － 

 ※ 上表の「避難用設備」欄は一部記載を省略している。 

※ 上表の常用、非常用をそれぞれ一つずつ設けなければならない。 



項目 基準 

⑩園舎の 

階数 

・保育室の 

設置階 

（つづき） 

※ 既存幼稚園（幼稚園型含む）の幼保連携型への移行特例 

   園舎が幼稚園基準（耐火建築物かつ待避上必要な設備（階段、待避上有

効なバルコニー、転落防止設備等））を満たしていれば、保育室等を２階に

設置可。 



 

２ 幼稚園型・保育所型・地方裁量型認定こども園の基準（主なもの） 

項目 基準 

①職員配置 

園児の区分 
職員配置基準 

新基準(R6.4～) 旧基準 

０歳児 ３人に１人 ３人に１人 

１～２歳児 ６人に１人 ６人に１人 

３歳児 １５人に１人 ２０人に１人 

４～５歳児 ２５人に１人 ３０人に１人 

  

 

 

 

 

 

 

※ 可能な限り、新しい基準で配置できるよう務めてください。 

※ 常時２人を下回ってはならない。 

②職員配置 
上記区分ごとに算定した数に一未満の端数を生じたときは、これを一に切り上

げる。 

③職員資格 

(免許・資格) 

 

満３歳未満・・保育士資格 

満３歳以上・・幼稚園教員免許状及び保育士資格を併有 

※ 下表のとおり一定の要件の下で片方の免許状及び資格により従事可能 

 

免許・資格 

保有状況 

従事区分 

満３歳以上児 

満３歳未満児 

（３号認定） 学級担任 

教育及び保育時

間相当利用児

（２号認定）へ

の教育及び保育 

幼稚園教諭免許・ 

保育士資格を併有 
従事可能 従事可能 従事可能 

幼稚園教諭免許 

のみ 
従事可能 

幼稚園型・ 

地方裁量型のみ 

従事可能 

－ 

保育士資格 

のみ 

保育所型・ 

地方裁量型のみ 

従事可能 

従事可能 従事可能 

 



項目 基準 

④施設設備 

（必要施設） 

保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室 

（２歳未満の子を保育する場合）乳児室又はほふく室 

⑤施設設備 

（保育室等

の面積） 

保育室等の区分 必要面積 

乳児室（満２歳未満） １．６５㎡/人 

ほふく室（満２歳未満） ３．３㎡/人 

保育室又は遊戯室（満２歳以上） １．９８㎡/人 

 

 

 

 

  

 

 ※ 既存幼稚園の幼稚園型（又は地方裁量型）への移行特例 

→園舎の面積が下記「⑥施設設備（園舎の面積）」の基準を満たす場合には、

３歳以上の保育室の面積については当該基準を適用しないことができる。 

⑥施設設備 

（園舎の面

積） 

（１学級の場合）    １８０㎡以上 

 （２学級以上の場合）  ３２０＋１００×(学級数－２)㎡ 

ただし、満３歳未満の子どもの保育を行う場合には、満２歳児の保育室、遊

戯室等及び満２歳未満の子どもの乳児室、ほふく室等の面積を除く。 

※ 既存保育所の保育所型（又は地方裁量型）への移行特例 

→上記「⑤施設設備（保育室等の面積）」要件を満たせば、当該基準を適用

しないことができる。 

⑦施設設備 

（ 屋 外 遊 戯

場の面積） 

屋外遊戯場・・・①②どちらも満たすこと 

① ２歳以上の子ども１人につき３．３㎡ 

②（２学級以下の場合） 

３３０＋３０×(学級数－１)＋２歳児の子ども１人につき３．３㎡ 

（２学級以上） 

４００＋８０×(学級数－３)＋２歳児の子ども１人につき３．３㎡ 

※ 既存の保育所が保育所型（又は地方裁量型）に移行する場合には①のみで可。 

※ 既存の幼稚園が幼稚園型（又は地方裁量型）に移行する場合には②のみで可。 



項目 基準 

※ 上表のほか、「幼稚園型」の幼稚園部分については幼稚園認可基準を、「保育所型」の

保育所部分については保育所認可基準を遵守。 

 

 

 

⑧施設設備 

（食事提供） 

自園調理が原則（例外規定あり） 

※ 食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行

う子どもの数が２０人未満の場合、調理室を設けないことができる。（調理

設備は必要。） 

＜認定こども園についての問い合わせ先（仙台市以外）＞ 

宮城県保健福祉部子育て社会推進課保育支援班 

電話０２２－２１１－２５２９ 

ＨＰ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


